
2025年 2月 20日

町田市文化財保護審議会委員 各位

町田市文化財保護審議会

会長 浜田 弘明

第 32期町田市文化財保護審議会第 7回会議 (書面開催)の結果について

標記の件について、各議題について、各委員から回答票をご提出いただきました。

その結果について、下記のとお りご報告いたします。

記

1 報告事項についてのご意見・ご質問

なし

2諮問事項 「町田市登録有形民俗文化財の登録について

(1)答 申案 (資料 3-1)の 内容について

承認する 6名  未回答  1名
委員の過半数により承認 されました。

(2)「登録調書案」(資料3-2)についての意見等

【委員からのご意見等】

①「沿革」③の部分のどんど焼の実施年が確定されればよい。

②どんど焼き行事と関連について、沿革や登録理由において示唆されているが、道祖

神と塞ノ神行事であるどんど焼きとの関連について、付記が必要ではないか。

③「沿草」部分の記述にある各講中は、いずれもどんと焼きの講中を指しているか。

調書案の文面だけだと、造立した氏子あるいは講中と、現在の講中の関連性が分か

らないのではないか。

④「像容の顔面は剥離しているが」(2頁 8行 日)は、「像容は、顔面が剥離している

が」、「像容の顔面は表面が削れているが」(2買 12行 日)は 「像容は、顔面の表面

が削れているが」などの方が、収まりがよいのではないか。

(3)今後について

2-(2)の ご意見等を踏まえ、別添案のとお り修正 したものを登録調書とし、 2

月 20日 付けで答申いたします。
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【委員からのご意見への対応】

① 「沿革」内③のどんど焼き最終実施年は、2023年 と確認しました。実施場所が

通りに面していることもあり、地域外の人が勝手にお飾 りを置いていく等の問題も

あり、継続困難と判断したとのことです。よって、新型コロナウイルス蔓延につい

ての記載を削除し「2023年までは、どんど焼きを実施していた。」に修正しまし

た。

②別添案のとおり登録調書に道祖神と、どんど焼きについて追記しました。

③ 「沿革」に記載している山村講中、西ノ久保講中(東光寺講中が、どんど焼きの講

中ですが、氏子と講中との関連については明確な資料がなく、各像の刻銘と現在の

関係者への聞き取りによつて確認できている事実を記載しています。西山児童公園

の道祖神について、「木目田講中により造立される」としておりましたが、刻銘等か

らは明確に確認できないため、「木目田姓及び中里姓の氏子により造立される 骸J銘

より)」 に改めました。

④別添案のとおり文言を修正しました。

事務局 町 田 市 教 育 委 員 会

生涯学習部生涯学習総務課

歴史資源担当 :坂本・金子

TEL 042-724-2554
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名  称 :

種  別 !

所 在 地 :

所 有 者 :

内  容 :

製作年代 :

沿  革 :

(登録調書)(案 )

成瀬の天狗型道祖神 (3基 )

町田市登録有形民俗文化財

①町田市成瀬 5丁 目4995番 地  山之根稲荷神社境内

②町田市南成瀬 4丁 目19番地 14 西山児童公国内

③町田市南成瀬 8丁 目11番地 33
①不詳

②不詳

③不詳

道祖神

① 1737(元 文 2)年 7月                ・

② 1729(享 保 14)年 1月

③不詳 (近世)

① 1737(元 文 2)年 7月 、山之根村氏子により造立される (刻銘

より)。 山村橋 (現都営団地北)のたもと、成瀬堰引堀土手にあつた。

昭和 40年代の区画整理により現所在地へ移設された。現在は山村講

中が所在地の草刈 りを行っている。現所在地に移設される前は、どん

ど焼きを実施 していた。

② 1729(享 保 14)年 1月 、

西山橋たもと西之久保新坂下の崖上にあつた。

区画整理により現所在地へ移設された。かつては西ノ久保講中が世

話をしていた。現在も現地周辺公園で町内会を中心に、どんど焼き

を実施している。      I
③東光寺村氏子により造立される 骸J銘 より)。 当初から現所在地付近

にあつた。 2016年 、隣接道路の整備にあわせて東光寺講中が石

造物の設置環境を整備 した。       は、どんど焼きを実施

していた。

法  量 :①高 67× 幅 35×奥行 1 8 clll

②高 105×幅 48× 奥行 2 7cm

③高 65×幅 38. 5×奥行 1 2 clll

現  状 :①形状は駒型で、正面に浮彫型の天狗立像 と銘文「奉造立 登神 武

崩多摩郡成瀬山之根村 元文二丁巳七月吉祥日 氏子惣施□」が刻ま

れ、台座には銘文「[ ]田信 [ ]武 藤 [ ]武 藤文 [ ]武
藤太良 [ ] 落合又 [ ]落 合 [ ] 落合作 [ ] [ ]六
[ ]」 が刻まれている (摩滅・破損等により文字が判読不能の箇所は、

判読できない字数が判明する場合は、その字数に相当する□を記し、

また、字数が不明の場合は []で表示)。 塔身には剥離が多くみられ、



像容は、顔、右腕、両腿部分が欠損 しているが、背中に羽をつけた修験

のような姿が確認できる。

②形状は駒型で、正面に浮彫型の天狗立像 と銘文 「奉造立祭神 武崩

多摩郡成瀬村 享保十四年正月吉 日」が刻まれ、台座には銘文 「氏子

木 目田治右衛門 同苗七良右衛門 同苗仁兵衛 同苗市良右衛門 同

苗武左衛門 中里仁左衛門 同苗三左衛門」が刻まれている。塔身を

横断する亀裂があり、一部欠損 しているほか、

■■■■、頭巾をつけ背中に羽をつけた修験のような姿が確認できる。

③形状は舟形光背型で、正面に浮彫型の天狗立像と銘文 「奉建立 道

祖神 武崩成瀬 東光寺村惣氏子」が刻まれている。

、右手に団扇、左手に杖を持ち、頭巾をつけ背中

に羽をつけた修験のような姿が確認できる。

登録理由 : 成瀬地区に存在する 1700年 代に造塔 された正面に天狗の像容を

配 した 3基の単体像道祖神塔である。

3基のうち、③の道祖神塔については、 1960年 代頃から研究者

の間で、珍しい像蓉の道祖神塔として注目されてお り、1975年 に

初版が発行された庚申懇話会編『 日本石仏事典』においても、清水長

明氏が 「珍しい例として、天狗を浮き彫 りにした道祖神が町田市成瀬ィ

にある。」と紹介している。

天狗の像容については、烏天狗か天狗童子かという二つの見解があ

るが、本体の頭頂部と天狗の鼻の部分の一部が欠けており、現状では

結論付けることはできない。しかし、『新編武蔵風土記稿』成瀬村の項

に本山修験の五大院があったとの記述があることから、近隣に修験者

の存在をうかがい知ることができ、修験との関連性は深いものと推察

され、 3基の天狗型の道祖神塔が同地区内に存在することからは、成

瀬地区に固有の道祖神信仰があったものと考えられる。

の道祖神のうち、②については、町内会主

催 と形を変えながらも現在も

いる。

どんど焼きが実施されて

天狗の像容が刻まれた道祖神塔は、全国でも他に例がなく、さらに

それ らが 3基‐同一地区に存在 していることは、たいへん希少性が高 く

文化的価値が高いといえる。



また、本件の3基の道祖神は、本尊として天狗像が刻まれているこ

とが最大の特徴であるが、市内に残存する17pO年代前半に造塔さ
「れた時代の古い単体像の道祖神塔としても貴重なものであるといえる。

道祖神塔全体の分布は、境川を境としてその西側 (旧 相模国)に圧倒

的多数が分布し、要因ははつきりしていないが東側 (旧武蔵国)に入

ると造塔数は激減する。単体像の道祖神塔は、道祖神としては古い型

のもので、1700年 代前半にその多くが造塔されている。その後、

1700年 代後半を中心に、一般的に知られる双体像の道祖神塔が造

塔され、その後の1800年 代以降は、文字塔が中心となつていく。

2015年 度から2018年 度に市教育委員会が実施した市内石造物

の調査によると、市域内に存在する道祖神は34基で、そ9う ち 17
00年代に造塔されたと考えられる単体像は本件の 3基を含め 6基の

みであつた。

なお、②の道祖神塔については、寸法が高さ105cmと 大きいこ

とも特筆すべき点である。高さ100cmを 超える道祖神塔は近隣地

域をみても珍しく、希少性が高いものであるといえる。

以上のことから、成瀬の天狗型道祖神塔 (3基)は、町田市固有の地

域の歴史、文化を理解する上で、また全国的に見ても、石造物として

の文化財的価値が高いものとして、保護・保存するに値するものであ

ると評価でき、町田市登録有形民俗文化財としてふさわしい。

① ③②



2025年 2月   日

町田市教育委員会

教育長 小池 慎一郎 様

町田市文化財保護審議会

会長  浜田 弘明

町田市登録有形民俗文化財の登録について (答 申)

2024年 12月 23日 付け 24町教生総第 392号 で諮問のあ りました町田市

登録有形民俗文化財の登録につきましては、町田市文化財保護審議会において審議い

たしました結果、下記のとお り町田市文化財保護条例第 37条第 1項 (3)に規定す

る町田市登録有形民俗文化財に該当する旨、決 しましたので答申します。

。登録候補名 成瀬の天狗型道祖神 (3基 )

登録基準  町田市文化財指定 。登録基準第2-3-(1)に 該当するため。

なお、概要および指定調書については別添のとお りですb

記



1)種  別

2)名  称

3)所 有 者

4)概  要

(概要)

2024年度 町田市登録有形民俗文化財候補 〔答申〕

町田市登録有形民俗文化財     “

成瀬の天狗型道祖神 (3基 )

不詳

成瀬地区に存在する 1700年 代に造塔 された正面に天狗の像容

を配 した 3基の単体像道祖神塔です。

『新編武蔵風土記稿』成瀬村の項に本山修験の五大院があったと

の記述などからは、近隣に修験者の存在をうかがい知ることができ、

修験 との関連性は深いものと推察され、3基の天狗型の道祖神塔が

同地区内に存在することからは、成瀬地区に固有の道祖神信仰があ

つたものと考えられます。

天狗の像容が刻まれた道祖神塔は、全国でも他に例がなく、さら

にそれ らが 3基同一地区に存在 していることは、たいへん希少性が

高く文化的価値が高いといえます。

また、2015年 度から2018年 度に市教育委員会が実施 した

市内石造物の調査によると、市域内に存在する道祖神は 34基で、

その うち 1700年 代に造塔 された と考えられる単体像は本件の

3基を含め 6基のみであり、本件の 3基の道祖神は、市内に残存す

る 1700年 代前半に造塔 された時代の古い単体像の道祖神塔 と

しても貴重なものであるといえます。

以上のことから、成瀬の天狗型道祖神塔 (3基)は、町田市固有

の地域の歴史、文化を理解する上で、また全国的に見ても、石造物

としての文化財的価値が高いものとして、保護・保存するに値する

ものであるといえます。


